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現在、税制改正の法案が国会へ提出され、審議中です。今回はその中でも特に皆様に関係ある「定額減税」

について、前々回に引き続き、より具体的にご説明していきます。 

制度概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合計所得金額が 48万円以下の源泉控除対象配偶者以外の配偶者について、原則、令和 6年分の年末調整時

に新たに「年末調整に係る申告書」を社員が提出することで把握することとなる見込みです。 

ただし、令和 6年 6月の最初の支給までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出された場合は、

給与・賞与からも控除して良いこととされる見込みです。 

 

減税方法（所得税源泉徴収） 

 

 

 

 

 

源泉税額の累計が減税額に到達するまで減税 

(1) 6月以降支給される給与・賞与の源泉徴収税額から控除されます。 

(2) 減税額［(本人＋扶養親族)×3万円］を控除しきるまで控除が続きます。 



(3) 控除した額を給与(賞与)支払明細書に記載する必要があります。 

(4) 11月までに控除しきれない場合は、年末調整で控除されます。 

(5) それでも控除できない場合には給付になると見込まれます。 

 

減税方法（住民税特別徴収） 

 

 

 

 

 

減税後の金額を7月から5月まで納税 

(1) 減税対象の社員については、6月の住民税は特別徴収されません。 

（減税対象外の社員については、従前どおり6月から特別徴収されます）。 

(2) 年間の住民税の額から減税額［(本人＋扶養親族)×1万円］を差し引いた額を11か月で割った金額が通知

されます。7月～翌年5月まで、減税額が差し引かれた額で特別徴収します。 

 

減税方法（ケーススタディ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※100円未満を切り捨てた金額を8～5月まで徴収し、切り捨てられた端数は最初の7月分に上乗せして徴収。 



今後のスケジュール 
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今回の件について不明点などございましたら、弊所担当者までお尋ねください。 
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